
７　公営企業職員の状況

　(1)電気事業

  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

イ　予算

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　給与費は当初予算に計上された額です。

ウ　 一般職の給与削減の状況

（１）給料及び期末・勤勉手当の減額

　現在、職員の給与の特例に関する条例により、職員の給料及び期末・勤勉手当を平均３％削減しています

（２）管理職手当の減額

一律１５％の減額

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成１７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

２．８％

１６年度

給　 料

280.830千円

１６年度 250,578千円　

区分 職員数

職員給与費比率

　　　　　　Ｂ／ＡＡ  

職員手当

27.8%

給 与 費

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

619,963千円　

一人当たり給与費

30.2%

期末・勤勉手当

職員給与費

6918千円

（参考）

98,357千円 118,936千円 ４９８，１２３千円

１５年度の総費用に占

める職員給与費比率Ｂ　

総費用に占める

72

2,050,141千円

質収支

区分

一般行政職員 41.7

岡 山 県 38.6

純損益又は実総費用

平均月収額

　　　　　計　　　　　Ｂ　　　　　　Ａ

　　　　　　区　　分 基本給平　均　年　齢

区　　　　分 削　　減　　率

４～６％管理職手当受給者

上記以外の職員

441,189

449,740337,781

312,973
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 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（１７年度支給割合） （１７年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　 ５～２０％ ・役職加算　　 ５～２０％

・管理職職加算　　 １０～２５％ ・管理職職加算　　 １０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成１７年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置　　 (2～20％加算) 定年前早期退職特例措置 　(2～20％加算)

１人当たり平均支給額　　 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額です。

ウ　調整手当（平成１７年４月１日現在）

千円

　 円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成１７年４月１日現在）

千円

　円

28,1443,700

一般行政職の制度（支給率）

3,537

131,019

手当の種類（手当数） 11

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

支給実績（１６年度決算） 11,738

158,628

3岡山市 3 27

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

支給実績（１６年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

42.12

59.28 59.28

(1.6) (0.75)

１人当たり平均支給額（１６年度）

38,505

21.0 27.3

47.5 59.28

33.75

手当の名称 主な支給対象職員

岡　 　 山  　　県

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

3.0

岡　 　 山  　　県

1,539

1.45

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

機械操作に従事する職
員の特殊勤務手当

発電所に勤務する職員のうち機
械操作に従事する職員

機械操作の業務に従事
月額　６，３００円（平
成１７年度で廃止）

一　般　行　政　職

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

33.75 42.12

47.5 59.28

3.0

1,797

一　般　行　政　職

１人当たり平均支給額（１６年度）

59.28 59.28

1.45

(1.6) (0.75)

21.0 27.3
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日額　　３００円

１回　　９２０円
（２時間未満　５８０
円）

特殊現場作業に従事す
る職員の特殊勤務手当

特殊現場作業に従事する職員

正規の勤務時間による
勤務の一部又は全部が
深夜に行われる業務に
従事
１　勤務時間が深夜の
全部を含む勤務

１回　　１，２２０円

１回　　８１０円
（２時間未満　５１０
円）

１回　　１，４００円

〃
２　勤務時間が深夜の
一部を含む勤務

交通がしゃ断されてい
ない道路において行う
埋設管路の維持補修

夜間特殊業務従事職員
の特殊勤務手当

夜間配電盤等監視業務
従事職員の特殊勤務手
当

用地取得等折衝業務に
従事する職員の特殊勤
務手当

用地取得等折衝業務に従事する
職員

〃（当該業務が深夜
（午後１０時から翌日
の午前５時までの間を
いう。）に行われた場
合）

日額　　９７５円

土地、権利土地に定着
する物件又は土地に属
する土石、砂れきの取
得若しくは使用又は工
事に伴う損失補償のた
めの折衝業務に従事

日額　　６５０円

地上又は水面上１０
メートル以上の足場の
不安定な箇所で行う工
事の監督、調査、検査
等の作業

日額　　２２０円

〃（当該作業が地上又
は水面上２０メートル
以上の足場の不安定な
箇所で行われたた場
合）

日額　　３２０円

橋脚の基礎工事その他
港湾、河川等における
これに類する工事にお
いて、水面下４メート
ル以上の深所で行う監
督、調査、検査等の作
業

日額　　２２０円

スクリーン清掃作業従
事職員の特殊勤務手当

発電所に勤務する職員
スクリーン清掃作業に
従事

日額　　２９０円

トンネルの坑内で行う
工事の監督、調査、検
査等の作業

日額　　５６０円

〃
２　勤務時間が深夜の
一部を含む勤務

１人勤務を常態とする
配電盤等監視業務に従
事する職員が、正規の
勤務時間による勤務の
一部又は全部が深夜に
行われる場合
１　勤務時間が深夜の
全部を含む勤務
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

事業所に勤務する職員
月額　　８，７００円
（平成１７年度で廃止）

上記に掲げる職員以外の
職員　　　　　月額
４，８００円（平成１７
年度で廃止）

支給実績（１６年度決算） 21,241

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） 317

支給実績（１５年度決算）

公営企業の業務に従事
する職員の特殊勤務手
当

公営企業の業務に従事
したとき

豪雨等異常な自然現象
により重大な災害が発
生し、又は発生する恐
れがある道路及びその
周辺又は河川の堤防に
おいて行う事業用施設
の巡回監視の作業

日額　　４８０円

災害応急作業等に従事
する職員の特殊勤務手
当

日額　　１，０９５円

〃（作業が午後６時か
ら翌日の午前６時まで
に行われた場合）

日額　　７２０円

日額　　７３０円

〃（作業が午後６時か
ら翌日の午前６時まで
に行われた場合）

被災施設等における重
大な災害の発生した箇
所又は発生する恐れの
著しい箇所で行う応急
作業又は応急作業のた
めの災害状況の調査の
作業

整備管理者である職員
の特殊勤務手当

技術員（運転）の業務に従事す
る職員

道路運送車両法（昭和
２６年法律　第１８５
号）第５０条第１項に
規定する整備管理者で
あるとき

月額　５，２００円

21,237

支給職員１人当たり平均支給年額（１５年度決算） 299
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カ　その他の手当（平成１７年４月１日現在）

円

円

円

支給職員１人当たり一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

平均支給年額手　当　名 内容及び支給単価
支給実績

（１６年度決算）
（１６年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支
給
・配偶者
　月額　13,500円
・配偶者以外の扶養親族
２人目まで
　　月額　 6,000円
・扶養親族でない配偶者
を有する場合
　　扶養親族のうち１人
　　月額　 6,500円
・職員に配偶者がない場
合
　　扶養親族のうち１人
　　月額　11,000円
・その他の扶養親族
　　月額　 5,000円
　扶養親族である子のう
ちに満15歳に達する日以
後の最初の４月１日以降
にある子がいる場合には
5,000円加算

同じ ― 12,620 千円 280,444

千円 117,705

通勤手当

通勤のため、交通機関等
を利用してその運賃等を
負担することを常例とする
職員、自動車等を使用す
ることを常例とする職員及
びこれらを併用することを
常例とする職員に支給
・交通機関利用者 運賃
負担額に応じ支給
　最高支給限度額
　55,000円
＋ （運賃相当額－55,000
円）／２
・交通用具（自動車等）使
用者
　使用距離に応じ支給
　最高支給限度額
　　月額　53,800円

同じ ― 25,359 千円 357,169

住居手当 4,002

自ら居住するための住宅
を借り受け、一定額
（12,000円）を超える家賃
を支払っている職員又は
自宅に居住する世帯主
である職員等に支給
・借家・借間 家賃額に応
じ支給
　最高限度額
　　月額　27,000円
・自宅
　　月額　 3,000円

同じ ―
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円

円

円

円

円

円

円

円千円532

同じ

同じ

同じ

―

―

―

同じ

9,400

181,720

324,954

782,285

29,555―

47 千円

4,543 千円

7,149 千円

5,476 千円

管理職員特別勤務手当

管理職の職員が、臨時又
は緊急の必要等により、
週休日又は休日等に勤
務した場合に支給
１回　4,000円～12,000円

正規の勤務時間として、
午後10時から翌日の午前
５時までに勤務した職員
に支給
支給割合　25／100

休日等における正規の勤
務時間中に勤務すること
を命ぜられた職員に支給
支給割合　135／100

休日勤務手当

夜間勤務手当

管理職手当

寒冷地手当

管理又は監督の地位に
ある職員に支給
主な役職　支給割合
局長   　　 25／100
参与　　　　20／100
課長　　　　18／100
参事・所長13／100

基準日（毎年11月から翌
年３月までの各月の初
日）に寒冷地等に在勤す
る職員に支給
・世帯主である職員
　　扶養親族あり
　　　月額　17,800円
　　 その他
　　　月額　10,200円
・世帯主以外の職員
　　　月額 7,360円

同じ

―

公署を異にする異動等に
伴い転居し、やむを得な
い事情により配偶者と別
居し、単身で生活すること
を常況とする職員に支給
月額　23,000円～68,000
円

同じ ― 千円 ―

特地勤務手当
加茂発電所のえん堤に
勤務する職員に対して支
給　・支給割合　8/100

同じ ― 1,349 千円 337,250

単身赴任手当

宿日直手当

宿日直勤務を命ぜられた
職員が勤務した場合に支
給
・一般の宿日直
　　　4,200円

同じ ― 2,567 千円 285,222

―
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　(2)工業用水道事業

  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

イ　予算

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　給与費は当初予算に計上された額です。

ウ　 一般職の給与削減の状況

（１）給料及び期末・勤勉手当の減額

　現在、職員の給与の特例に関する条例により、職員の給料及び期末・勤勉手当を平均３％削減しています。

（２）管理職手当の減額

一律１５％の減額

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成１７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

一般行政職員 41.7 337,781 449,740

平均月収額

岡 山 県 43.2 349,796 494,626

上記以外の職員 ２．８％

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給

区　　　　分 削　　減　　率

管理職手当受給者 ４～６％

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

１６年度
64 269,790千円 76,895千円 113,841千円 460,526千円 7,195千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

区分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費

21.4% 17.9%

Ａ  

１６年度 3,110,194千円 521,802千円　 666,464千円　

Ｂ　

総費用に占める （参考）

職員給与費比率 １５年度の総費用に占

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

質収支

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費
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 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（１７年度支給割合） （１７年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　 ５～２０％ ・役職加算　　 ５～２０％

・管理職職加算　　 １０～２５％ ・管理職職加算　　 １０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成１７年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置　　 (2～20％加算) 定年前早期退職特例措置 　(2～20％加算)

１人当たり平均支給額　　 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額です。

ウ　調整手当（平成１７年４月１日現在）

千円

　 円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成１７年４月１日現在）

千円

　円

機械操作に従事する職
員の特殊勤務手当

工業用水道事務所に勤務する職
員のうち機械操作に従事する職
員

機械操作の業務に従事
月額　６，３００円（平
成１７年度で廃止）

手当の種類（手当数） 11

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給実績（１６年度決算） 9,187

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） 150,615

岡山市 3 27 3

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（１６年度決算） 2,510

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） 156,875

45,822 3,700 28,144

59.28 59.28 59.28 59.28

47.5 59.28 47.5 59.28

33.75 42.12 33.75 42.12

21.0 27.3 21.0 27.3

岡　 　 山  　　県 一　般　行　政　職

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

(1.6) (0.75) (1.6) (0.75)

1,738 1,797

3.0 1.45 3.0 1.45

岡　 　 山  　　県 一　般　行　政　職

１人当たり平均支給額（１６年度） １人当たり平均支給額（１６年度）
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夜間配電盤等監視業務
従事職員の特殊勤務手
当

１人勤務を常態とする
配電盤等監視業務に従
事する職員が、正規の
勤務時間による勤務の
一部又は全部が深夜に
行われる場合
１　勤務時間が深夜の
全部を含む勤務

１回　　１，４００円

交通がしゃ断されてい
ない道路において行う
埋設管路の維持補修

日額　　３００円

夜間特殊業務従事職員
の特殊勤務手当

正規の勤務時間による
勤務の一部又は全部が
深夜に行われる業務に
従事
１　勤務時間が深夜の
全部を含む勤務

１回　　１，２２０円

〃
２　勤務時間が深夜の
一部を含む勤務

１回　　８１０円
（２時間未満　５１０
円）

特殊現場作業に従事す
る職員の特殊勤務手当

特殊現場作業に従事する職員

地上又は水面上１０
メートル以上の足場の
不安定な箇所で行う工
事の監督、調査、検査
等の作業

日額　　２２０円

〃（当該作業が地上又
は水面上２０メートル
以上の足場の不安定な
箇所で行われたた場
合）

日額　　３２０円

橋脚の基礎工事その他
港湾、河川等における
これに類する工事にお
いて、水面下４メート
ル以上の深所で行う監
督、調査、検査等の作
業

日額　　２２０円

トンネルの坑内で行う
工事の監督、調査、検
査等の作業

日額　　５６０円

用地取得等折衝業務に
従事する職員の特殊勤
務手当

用地取得等折衝業務に従事する
職員

土地、権利土地に定着
する物件又は土地に属
する土石、砂れきの取
得若しくは使用又は工
事に伴う損失補償のた
めの折衝業務に従事

日額　　６５０円

〃（当該業務が深夜
（午後１０時から翌日
の午前５時までの間を
いう。）に行われた場
合）

日額　　９７５円
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整備管理者である職員
の特殊勤務手当

技術員（運転）の業務に従事す
る職員

道路運送車両法（昭和
２６年法律　第１８５
号）第５０条第１項に
規定する整備管理者で
あるとき

月額　５，２００円

公営企業の業務に従事
する職員の特殊勤務手
当

公営企業の業務に従事
したとき

事業所に勤務する職員
月額　　８，７００円
（平成１７年度で廃止）

上記に掲げる職員以外の
職員　　　　　月額
４，８００円（平成１７
年度で廃止）

災害応急作業等に従事
する職員の特殊勤務手
当

豪雨等異常な自然現象
により重大な災害が発
生し、又は発生する恐
れがある道路及びその
周辺又は河川の堤防に
おいて行う事業用施設
の巡回監視の作業

日額　　４８０円

〃（作業が午後６時か
ら翌日の午前６時まで
に行われた場合）

日額　　７２０円

被災施設等における重
大な災害の発生した箇
所又は発生する恐れの
著しい箇所で行う応急
作業又は応急作業のた
めの災害状況の調査の
作業

日額　　７３０円

〃（作業が午後６時か
ら翌日の午前６時まで
に行われた場合）

日額　　１，０９５円

スクリーン清掃作業従
事職員の特殊勤務手当

工業用水道事務所に勤務する職
員

スクリーン清掃作業に
従事

日額　　２９０円

汚泥処理作業従事職員
の特殊勤務手当

工業用水道事務所に勤務する職
員

汚泥処理作業に従事 日額　　２３０円

有害物取扱作業等従事
職員の特殊勤務手当

工業用水道事務所に勤務する職
員

メタノール、ホルムア
ルデヒド、フェノー
ル、発煙硫酸、濃硫
酸、Ｎ－ヘキサン、メ
チル・イソブチル・ケ
トン、アジ化ナトリウ
ム及び水酸化ナトリウ
ムの取扱作業に従事

日額　　２９０円

〃
２　勤務時間が深夜の
一部を含む勤務

１回　　９２０円
（２時間未満　５８０
円）
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（平成１７年４月１日現在）

円

円2,504 千円 75,878住居手当

自ら居住するための住宅
を借り受け、一定額
（12,000円）を超える家賃
を支払っている職員又は
自宅に居住する世帯主
である職員等に支給
・借家・借間 家賃額に応
じ支給
　最高限度額
　　月額　27,000円
・自宅
　　月額　 3,000円

同じ ―

（１６年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支
給
・配偶者
　月額　13,500円
・配偶者以外の扶養親族
２人目まで
　　月額　 6,000円
・扶養親族でない配偶者
を有する場合
　　扶養親族のうち１人
　　月額　 6,500円
・職員に配偶者がない場
合
　　扶養親族のうち１人
　　月額　11,000円
・その他の扶養親族
　　月額　 5,000円
　扶養親族である子のう
ちに満15歳に達する日以
後の最初の４月１日以降
にある子がいる場合には
5,000円加算

同じ ― 10,241 千円 249,780

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （１６年度決算） 平均支給年額
一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績（１５年度決算） 16,517

支給職員１人当たり平均支給年額（１５年度決算） 246,535

支給実績

支給実績（１６年度決算） 14,625

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） 298,475
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円

円

円

円

円

円

円

3,739 千円 249,266

休日勤務手当

休日等における正規の勤
務時間中に勤務すること
を命ぜられた職員に支給
支給割合　135／100

同じ ― 5,781 千円 385,400

夜間勤務手当

正規の勤務時間として、
午後10時から翌日の午前
５時までに勤務した職員
に支給
支給割合　25／100

同じ ―

― 千円 ―

管理職員特別勤務手当

管理職の職員が、臨時又
は緊急の必要等により、
週休日又は休日等に勤
務した場合に支給
１回　4,000円～12,000円

同じ ― 53 千円 10,600

宿日直手当

宿日直勤務を命ぜられた
職員が勤務した場合に支
給
・一般の宿日直
　　　4,200円

同じ ―

― 千円 ―

特地勤務手当
加茂発電所のえん堤に
勤務する職員に対して支
給　・支給割合　8/100

同じ ― ― 千円 ―

単身赴任手当

公署を異にする異動等に
伴い転居し、やむを得な
い事情により配偶者と別
居し、単身で生活すること
を常況とする職員に支給
月額　23,000円～68,000
円

同じ ―

通勤手当

通勤のため、交通機関等
を利用してその運賃等を
負担することを常例とする
職員、自動車等を使用す
ることを常例とする職員及
びこれらを併用することを
常例とする職員に支給
・交通機関利用者 運賃
負担額に応じ支給
　最高支給限度額
　55,000円
＋ （運賃相当額－55,000
円）／２
・交通用具（自動車等）使
用者
　使用距離に応じ支給
　最高支給限度額
　　月額　53,800円

同じ ― 13,262 千円 224,779
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円

円

7,866 千円 782,285

寒冷地手当

基準日（毎年11月から翌
年３月までの各月の初
日）に寒冷地等に在勤す
る職員に支給
・世帯主である職員
　　扶養親族あり
　　　月額　17,800円
　　 その他
　　　月額　10,200円
・世帯主以外の職員
　　　月額 7,360円

同じ ― ― 千円 ―

管理職手当

管理又は監督の地位に
ある職員に支給
主な役職　支給割合
局長   　　 25／100
参与　　　　20／100
課長　　　　18／100
参事・所長13／100

同じ ―
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